
さいたま都市計画地区計画の変更 

さいたま都市計画本郷町北・吉野町南地区地区計画を次のように変更する。 

決 定 告 示 年 月 日

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日

名   称 本郷町北・吉野町南地区地区計画 

位   置 さいたま市北区本郷町及び吉野町１丁目の各一部 

面   積 約 ５．１ha 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ宮原駅の北東約１．１ｋｍに位置し、土地区画整理

事業により基盤整備が行われた、緑が多く、閑静で良好な環境の住宅

地である。

そのため、本計画により適切な規制・誘導を行い、将来にわたり快

適で安全な居住環境の維持・保全を図ることを目的とする。 

区域の整備、開発及び保

全に関する方針 

〈土地利用の方針〉 

地区計画を定める区域は、以下の区分により、それぞれの方針に従

って土地利用を誘導する。また、いずれの地区も、周辺建物への日照

確保に配慮しつつ、宅地内の緑化を推進する。

① 低層住宅地区（Ａ地区）

  低層戸建て住宅地を主体として、緑豊かで良好な環境の維持・

保全を図る地区とする。

② 住宅地区（Ｂ－１地区・Ｂ－２地区）

  住宅及び事務所等が立地し、緑に配慮した周辺の住環境との調

和を図る地区とする。

③ 沿道地区（Ｃ－１地区・Ｃ－２地区）

幹線道路の沿道に立地し、沿道サービス機能の提供とともに、緑

に配慮した周辺の住宅地との調和を図る地区とする。 

〈建築物等の整備の方針〉 

① 良好な居住環境を維持・保全するために、建築物等の用途の制

限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度の

制限を行う。

 ② 良好な街並み景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩そ

の他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を行う。 
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区分の

名称 
Ａ地区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ－１地区 Ｃ－２地区

区分の

面積 
約１．４ha 約０．９ha 約０．５ha 約０．５ha 約１．８ha 

建築物等の用

途の制限 

次の各号に

掲げる建築物

以外の建築物

は、建築しては

ならない。 

① 建築基準

法別表第２

(い)項第１

号、第２号、

第３号に規

定する共同

住宅（ただ

し、床面積の

合計が２５

㎡未満の住

戸を有する

も の を 除

く。）、第

８号及び第

９号、並び

に同(ろ)項

第２号に規

定するもの

② 前号の建

築物に附属

す る も の

（ただし、

建築基準法

施行令第１

３０条の５

に規定され

るものを除

く。） 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

① 建築基準

法別表第２

(い)項第３

号（ただし、

共同住宅は

床面積の合計

が２５㎡未満

の住戸を有す

るものに限

る。）及び同

(に)項第４

号に規定す

るもの 

② 葬祭場 

① 建築基準

法別表第２

(い)項第３

号（ただし、

共同住宅は

床面積の合計

が２５㎡未満

の住戸を有す

るものに限

る。）、同(に)

項第４号、

同(ほ)項第

２号及び第

３ 号 、 同

(へ)項第２

号及び第５

号、同(と)

項第３号及

び第４号、

並 び に 同

(ぬ)項に規

定するもの

② 葬祭場 

③ 風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第１項

各号に規定

する営業を

営む施設 

① 建築基準

法別表第２

(い)項第３

号（ただし、

共同住宅は

床面積の合計

が２５㎡未満

の住戸を有す

るものに限

る。）及び同

(に)項第４

号に規定す

るもの 

② 葬祭場 

①  建築基準

法別表第２

(い)項第３

号（ただし、

共同住宅は

床面積の合計

が２５㎡未満

の住戸を有す

るものに限

る。）、同(に)

項第４号、

同(ほ)項第

２号及び第

３ 号 、 同

(へ)項第２

号及び第５

号、同(と)

項第３号及

び第４号、

並 び に 同

(ぬ)項に規

定するもの

② 葬祭場 

③ 風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第１項

各号に規定

する営業を

営む施設 

建築物の敷地

面積の最低限

度

１２０㎡ 
ただし、当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用され

ている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しな

いこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合に

おいては、当該規定は適用しない。
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建築物等の高

さの最高限度

１０ｍ １５ｍ ２０ｍ 

－ 

ただし、当該

規定が定められ

た際、現に存す

る建築物で地盤

面から高さ１５

ｍを超えている

建築物の敷地に

おいて、建築物

を建築する場合

は既存の高さを

限度とし、当該

規定は適用しな

い。 

－ － 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

建築物等の色彩は、原色の使用を避け落ち着きのある色調とし、街並

みとの調和を十分に配慮したものとする。

垣又はさくの

構造の制限

道路に面する側の垣又はさくの構造は、景観、防災や防犯に配慮した
次の各号のいずれかに該当するものとする。 

ただし、門柱・門扉等はこの限りでない。 
① 生垣や植栽を中心にした材料でつくられたもの 
② 透視可能な材料でつくられたもの（基礎部分を除く。）で、かつ、

宅地地盤面からの高さが１．５ｍ以下のもの

理 由  都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）による建築基準法の一

部改正に伴い、建築物等の用途の制限について変更を行うものである。 


